
特定多目的ダム法

１．案内情報

① 手続名 ： ダム使用権設定前の多目的ダムの利用の許可の申請

② 手続根拠 ： 特定多目的ダム法第１３条

③ 手続対象者 ： ダム使用権の設定予定者で、ダム使用権の設定を受ける

前に、多目的ダムによる流水の貯留を利用して流水を特

定の用途に供しようとする者

④ 提出時期 ： ダム使用権の設定を受ける前で、多目的ダムによる流水

の貯留を利用して流水を特定の用途に供しようとすると

き

⑤ 提出方法 ： 特定多目的ダム法施行規則第５条に定める申請書を作成

し、ダム使用権の設定の申請書を提出した地方整備局等

の事務所に提出して下さい。

⑥ 手数料 ： 無し

⑦ 添付書類・部数 ： 申請書の提出先となる各地方整備局等の事務所にお問い

合わせください。

⑧ 申請書様式 ： 申請書の提出先となる各地方整備局等の事務所にお問い

合わせください。

⑨ 記載要領・記載例 ： 申請書の提出先となる各地方整備局等の事務所にお問い

合わせ下さい。

２．窓口情報

① 提出先 ：ダム使用権の設定の申請書を提出した地方整備局等の事務所（下記相

談窓口にお問い合わせください ）。

② 受付時間：提出先にお問い合わせ下さい。

③ 相談窓口：

（ ）北海道開発局建設部建設行政課 ０１１－７０９－２３１１ 内線５３４８

（ ）東北地方整備局河川部河川管理課 ０２２－２２５－２１７１ 内線３７７１

（ ）関東地方整備局河川部水政課 ０４８－６０１－３１５１ 内線３５７１

（ ）北陸地方整備局河川部河川計画課 ０２５－２６６－１１７１ 内線３６２６

（ ）中部地方整備局河川部河川計画課 ０５２－９５３－８１１９ 内線３６２６

（ ）近畿地方整備局河川部水政課 ０６－６９４２－１１４１ 内線３５７１

（ ）中国地方整備局河川部水政課 ０８２－２２１－９２３１ 内線３５７１

（ ）四国地方整備局河川部河川計画課 ０８７－８５１－８０６１ 内線３６２６

（ ）九州地方整備局河川部河川計画課 ０９２－４７１－６３３１ 内線３６２６

沖縄総合事務局開発建設部建設行政課 ０９８－８６６－００３１(内線３５６６)

３．手続情報

①審査基準 ：行政手続法の施行に伴う河川法等における処分の審査基準の策定等

について（平成６年９月３０日建設省河政発第５２号）記五４(１)

(１)



②標準処理期間：約３ヶ月(審査基準 記五４(１)(２))

③不服申立方法： 行政不服審査法の規定による ）（ 。


